
第１
段階

第２
段階

第３
段階

第４
段階

第５
段階

第６
段階

第７
段階

第８
段階

第９
段階

第10
段階

第11
段階

第12
段階

住

民

税

世

帯

非

課

税

住

民

税

世

帯

課

税

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者
・公的年金収入額と
　合計所得金額の合計が
　80万円以下の人

公的年金収入額と
合計所得金額の合計が
120万円以下の人

第１段階を除き、
公的年金収入額と
合計所得金額の合計が
120万円を超える人

住民税本人非課税で、
公的年金収入額と
合計所得金額の合計が
80万円以下の人

住民税本人非課税で、
公的年金収入額と
合計所得金額の合計が
80万円を超える人

住民税本人課税で、
合計所得金額が
120万円未満の人

住民税本人課税で、
合計所得金額が
200万円未満の人

住民税本人課税で、
合計所得金額が
300万円未満の人

住民税本人課税で、
合計所得金額が
500万円未満の人

住民税本人課税で、
合計所得金額が
700万円未満の人

住民税本人課税で、
合計所得金額が
900万円未満の人

住民税本人課税で、
合計所得金額が
900万円以上の人

所得
段階

対 象 者

令和２年度　太宰府市介護保険料

負担
割合

改正前 改正後

月額保険料（円） 保険料
軽減額
（円）

0.3

0.43

0.67

0.9

1.0
(基準額)

1.1

1.2

1.3

1.5

1.75

1.875

2.0

2,010

2,970

3,720

4,820

5,360

5,890

6,430

6,960

8,040

9,380

10,050

10,720

1,600

2,300

3,590

4,820

5,360

5,890

6,430

6,960

8,040

9,380

10,050

10,720

-410

-670

-130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

　
　

昨
年
10

月
の
消
費
税
増
税
に

伴
う
公
費
投
入
に
よ
り
、
平
成
31

年
度
・
令
和
２
年
度
の
２
カ
年
に

わ
た
っ
て
、
介
護
保
険
料
所
得
段

階
に
お
け
る
第
１
段
階
∼
第
３
段

階
の
人
の
保
険
料
の
軽
減
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
左
記
の
と
お

り
令
和
２
年
度
の
介
護
保
険
料
を

決
定
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

　

65

歳
以
上
の
人
に
、
令
和
２
年

度
の
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
を

６
月
中
旬
に
お
送
り
し
ま
す
の

で
、
納
付
方
法
・
保
険
料
額
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　

介
護
保
険
料
を
年
金
か
ら
差
し

引
き
で
納
め
て
い
る
人
は
、
４
月

の
段
階
で
は
前
年
の
所
得
が
確
定

し
て
い
な
い
た
め
、
前
年
度
の
２

月
と
同
額
を
仮
の
金
額
と
し
て
４

月
・
６
月
・
８
月
の
年
金
か
ら
差

し
引
き
し
ま
す
⎝
仮
徴
収
⎠
。

　

ま
た
、
10

月
か
ら
の
本
徴
収
に

つ
い
て
は
年
間
の
保
険
料
か
ら
仮

徴
収
額
を
除
い
た
額
を
10

月
・
12

月
・
２
月
に
振
り
分
け
て
徴
収
し

て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
10

月
以
降
を

な
る
べ
く
均
等
な
額
に
調
整
す
る

た
め
に
、
前
半
⎝
４
月
∼
８
月
⎠
と

後
半
⎝
10

月
∼
２
月
⎠
の
保
険
料
に

５
千
円
以
上
の
差
が
あ
る
人
に
対

し
て
は
、
６
月
と
８
月
の
保
険
料

額
を
変
更
し
て
い
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。⎝
平
準
化
⎠

令
和
２
年
度
介
護
保
険
料
納

入
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

介
護
保
険
料
を
年
金
差
し
引
き

さ
れ
て
い
る
人
へ

65

歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

　
　

介
護
保
険
料
に
関
す
る
お
知
ら
せ
で
す

65

歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

　
　

介
護
保
険
料
に
関
す
る
お
知
ら
せ
で
す

問
い
合
わ
せ
先　

介
護
保
険
課　

介
護
保
険
係
｟
☎

内
線
３
７
０
・
３
７
１
・
３
７
２
｠

令
和
２
年
度
の

第
１
段
階
∼
第
３
段
階
の

介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
し
た
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